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○ 本資料は、令和７年度の既存病床数が基準病床数を下回る二次保健医療圏におけ
る地域医療構想調整会議（地区保健医療福祉推進会議、以下併せて「調整会議」）
での協議の結果及び今年度の各地域の病床整備事前協議（以下「事前協議」）の実
施についてご報告するものです。



１ 事前協議の目的

○ 病床整備事前協議は、二次保健医療圏の実情や圏域特性を考慮し、病床（療
養病床及び一般病床）の機能別整備を進め、神奈川県保健医療計画の着実な推進
を図り、良好な医療提供体制の確保に寄与することを目的とする。

○ 当該年の４月１日時点の既存病床数が基準病床数を下回る二次保健医療圏に
ついては、必要に応じて病院の開設、増床に関して病院開設予定者からの事前協
議を実施する。
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差 引介護医療院への
転換分差 引整備目標

病床数差 引既存病床数基準病床数
二次保健医療圏

B’＋D／
C’＋DDC’(B-C)CB’(Ｂ-Ａ)ＢA

△1,110183△1,29324,510△1,99223,217 25,209 横 浜
△1490

設定なし

△1494,130 4,279 川崎北部
93209324,590 3,658 川崎南部

△91388△4795,910 6,389 相模原
△2180△2185,020 5,238 横須賀・三浦

１116△1154,550△2914,435 4,726 湘南東部
18752

設定なし

1354,495 4,360 湘南西部
13944955,3245,229 県 央
4642282362,9142,678 県 西

1,011△1,73160,03561,766 合 計

２ 令和７年４月１日時点の既存病床数
＜療養病床及び一般病床＞

※ 既存病床数には、昨年度までの事前協議承認分、医療法第７条第３項の許可を要しない診療所として決定された分を含んでいます。
※ 川崎北部・相模原地域については、令和７年度第１回の調整会議にて報告事項として報告済みです。
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３ 調整会議での意見聴取結果①
○ 実施の可否等を検討する必要がある３つ（※）の二次保健医療圏では、その状況が事前協議の

対象とするに足るものであるか否か等について、各地域の調整会議で協議を行った結果、次のと
おりであった。
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※ 川崎北部・相模原地域については、令和７年度第１回の調整会議にて報告事項として報告済みのため、省略。



【参考】公募病床数の考え方
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（＊１）整備目標病床数を設定している地域（横浜・湘南東部）については、整備目標病床数と既存病床数の
差分を記載し、それ以外の地域（横須賀・三浦）は、基準病床数と既存病床数の差を記載している。

（＊２）公募病床数を半分とした理由は、基準病床数等の見直しを検討する令和8年度までの3年間での目標設
定としたため。



３ 調整会議での意見聴取結果②

○ 調整会議において、事前協議の実施の要否を意見聴取した結果、次のとおりで
あった。
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【参考】昨年度の病床の配分状況

【 各地域の配分病床数等 】



○公募期間
・令和７年10月10日から同年11月28日
・申出資格は、病院等の開設者又は開設予定者

○公募要件
・回復期機能または慢性期機能を担うもの。 （詳細は別紙のとおり）

○今後のスケジュール
・令和８年１〜３月 配分可否の審査

（地域医療構想調整会議及び保健医療計画推進会議での意見聴取）
・令和８年３月 第２回医療審議会への報告

⇒ 知事が審査結果を決定

４ 横浜地域の公募期間及び公募要件等
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【参考】 川崎北部地域・相模原地域のこれまでの経過
○ 公募に際しては、令和6年度第１回各地域地域医療構想調整会議（以下「調整会議」）において、開設希望

者に十分な検討期間を与えることが必要との観点からのご意見があったため、令和6年度第2回保健医療計画
推進会議（以下「推進会議」）で協議の上、令和６年10月頃から県ホームページで公募の実施について予告
を行い、令和6年から令和7年の２か年で実施することとした。

○ また、公募病床数は、既存病床数と基準病床数の差引等で決定されるが、令和７年４月１日現在の既存病床
数は、令和７年７月頃に確定となるため、令和６年度時点の数値を参考に、令和6年10月頃から県ホーム
ページで「公募する病床数の見込み」の予告を行った。

○ 令和６年度第２回各地域調整会議及び令和６年度第３回推進会議で協議の結果、川崎北部地域は「回復期及
び慢性期機能」、相模原地域は「急性期及び回復期機能」をそれぞれ募集することとし、令和７年３月頃か
ら県ホームページで公募予定の病床機能の予告を行った。

○ 既存病床数が確定したため、令和７年度第１回推進会議で、公募病床数と受付期間についてご協議いただき
了承いただいた。

○ なお、今回の取扱いは、他地域の病床整備事前協議との関係で不具合が生じる可能性を考慮し、「試行」と
いう位置づけで実施することとしたものである。
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【参考】川崎北部・相模原地域の公募条件等について

※相模原地域では令和７年４月1日現在で、介護医療院へ388床の転換があり、地域での協議の結果、患
者の受け皿が減少した訳ではないため、機械的に差し引きすると、必要以上に病床を整備することにな
ることになるという考え方もあることから、介護医療院への転換分を除いた病床数を公募病床数とする
こととした。

公募スケジュール公募する病床機能公募病床数二次保健
医療圏

令和７年８月１日から
令和７年９月30日まで

回復期機能
慢性期機能149床川崎北部

急性期機能
回復期機能91床※相模原

〇今後のスケジュール
令和７年11月〜３月 配分可否の審査（地域医療構想調整会議及び保健医療計画推進会議での意見聴取）
令和８年３月 第２回医療審議会への報告

⇒知事が審査結果を決定
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説明は以上です。


